
令和３年度アレルギー疾患相談窓口等業務企画コンペ実施要領 

令和３年８月６日 岩手県 

 

岩手県（以下「県」という。）が実施する「令和３年度アレルギー疾患相談窓口等業務委託」

（以下「本業務」という。）に係る委託候補者の選定に当たり、この企画コンペ実施要領（以

下「実施要領」という。）に基づいて行うものとする。 
 
１ 委託業務の概要 
 
 (1) 業務件数及び数量 「令和３年度アレルギー疾患相談窓口等業務委託」一式 

 (2) 業務の仕様等   【資料２ 業務仕様書】のとおり 

 (3) 委託期間     契約日から令和４年３月 31 日まで 

 (4) 予算額      1,936 千円（消費税及び地方消費税を含む） 
  
２ 企画コンペ担当課（書類の提出先及び問い合わせ先） 
 

  岩手県保健福祉部健康国保課健康予防担当 

   所在地 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10 番 1 号（岩手県庁 9階） 

   電 話 ０１９-６２９－５４６８（ダイヤルイン） 

   ＦＡＸ ０１９-６２９－５４７４ 

   電子メールアドレス  AD0003@pref.iwate.jp 
  
３ 企画コンペ参加者の資格要件 
 

  企画コンペに参加する者（以下「コンペ参加者」という。）は、次に掲げる企画コンペ参

加者の資格要件（以下「資格要件」という。）を全て満たす者とする。 

(1) 本業務の実施について、県内医療機関と連携協力及び必要に応じて来庁し、対応でき

る体制を整えている者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

 (3) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者

若しくは再生手続開始の申立てがされている者（同法第 33 条第１項に規定する再生手

続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき

更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者（同

法第 41 条第１項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

 (4) ４(2)に定める企画提案書の提出の日から委託候補者を選定するまでの間に、県から

の受注業務に関し、入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 

 (5) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２項に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

(6) 最近１年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 
  
４ 企画コンペに関する手続 
 

 (1) 実施要領の交付 

企画コンペに関する実施要領等については、岩手県公式ホームページに掲載する。 

なお、郵送による交付、企画コンペ担当課における直接交付は行わない。 
    
   ※ トップページ（https://www.pref.iwate.jp/）→「県政情報」→ 

資料１ 



「入札・コンペ・公募情報」→「コンペ」→「コンペ参加者募集情報」 

 

     資料１ 企画コンペ実施要領（本書） 

     資料２ 業務仕様書 

     資料３ 企画提案書作成要領 

     資料４ 企画コンペ提案審査要領 

 

 (2) 実施要領等に関する質問の受付 

    実施要領等に関する質問は、【様式１-１ 実施要領等に関する質問票】により、次の

とおり受け付けるものとする。 

   ア 提出期限  令和３年８月 20 日（金）午後５時（必着）  

   イ 提出方法  原則として電子メールにより企画コンペ担当課あて送付すること。 

   ウ 回答方法  受け付けた質問の要旨とその回答について、原則として岩手県公式ホ

ームページに掲載する。 

エ 回答期日  令和３年８月 24 日（火）午後５時までに、随時回答を行う。 

(3) 企画提案書等の提出（必須） 

   コンペ参加者は、【資料３ 企画提案書作成要領】で定める書類（以下「企画提案書等」

という。）を、次のとおり提出するものとする。 

ア 提出期限  令和３年８月 25 日（水）午後５時（必着）  

  イ 提出方法  企画コンペ担当課に持参又は郵送で提出 

    ・ 持参する場合は、提出期限まで（ただし、祝祭日、土曜日及び日曜日を除く）の

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）に提出すること。 

   ・ 郵送する場合は、封筒表に「企画提案書等」在中の旨を朱書きし、書留郵便等、

配達の記録が残る方法により、提出期限までに到達するように送付すること。 

ウ 留意事項 

企画提案書等は、１者につき１提案のみ受け入れるものとし、提出後の書換え、引換

え及び撤回は認めないものとする。 

(4) 企画提案が無効となる場合 

   次のいずれかに該当する企画提案は、これを無効とする。 

ア 資格要件を満たさない者又は委託候補者を選定するまでの間に資格要件を満たさな

くなった者による提案 

  イ 費用の積算額が、上記１(4)の予算額を超える提案 

  ウ 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 90 条（公序良俗違反）、第 93 条（心裡留保）、第

94 条（虚偽表示）又は第 95 条（錯誤）に該当する提案 

  エ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

オ  提出期限を過ぎて提出書類が提出された提案 

  カ その他、企画コンペに関する条件に反した提案 
 
５ 委託候補者の決定方法について 
 

 (1) 企画コンペにおける企画提案審査 

企画コンペにおける企画提案審査は、【資料４ 企画コンペ提案審査要領】（以下「審

査要領」という。）に基づいて行うものとする。 

 (2) 委託候補者の決定 

県は、審査要領に定める選考委員会からの報告をもとに、第１順位の委託候補者及び

補欠順位を決定するものとする。 



なお、第１順位の委託候補者が契約を締結しない時は、補欠順位が上位の者を委託候

補者とする。 

 (3) コンペ参加者への通知 

県は、委託候補者及び補欠順位を決定した後、各コンペ参加者に関する決定内容につ

いて、速やかに文書で通知するものとする。 
 
６ 企画コンペの参加を途中でとりやめる場合の手続について 
 
企画提案書を提出した者が、企画コンペへの参加を途中でとりやめる場合には、【様式１

-２ 企画コンペ参加辞退書】を、企画コンペ担当課に持参又は郵送の方法により提出しな

ければならない。 

 

  
７ 契約の締結について 
 

 (1) 契約締結の手続について 

ア 県は、会計規則（平成４年岩手県規則第 21 号）に定める随意契約の手続により、委

託候補者からの見積書を徴収して契約を締結し、契約書を作成する。 

イ 本業務の業務委託仕様書は、委託候補者が提出した企画提案書をもとに作成するが、

本業務の目的達成のために必要と認められる場合には、県と委託候補者が提案内容に

沿って契約内容について協議・調整を行い、仕様を確定の上、契約を締結するものと

する。 

 

 (2) 契約保証金について 

委託候補者は、契約保証金として契約額の 100 分の５以上の額を、契約締結前に納付

しなければならない。 

ただし、会計規則第 112 条各号に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納

付を免除することがある。 

 

 (3) 契約結果の公表について 

県は、委託候補者との契約を締結したときは、その日から起算して 15 日以内にホーム

ページ上にて次に掲げる事項を公表するものとする。 

     ア 本業務の名称 

   イ 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地 

   ウ 契約の相手方を決定した日  

   エ 契約の相手方の氏名及び住所 

   オ 契約金額 

   カ 企画競争の公告を行った日 

   キ 契約理由 

   ク その他必要と認められる事項 
 
８ 公正な企画コンペの確保について 
 

 (1) コンペ参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律

第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 (2) コンペ参加者は、企画コンペに当たっては、競争を制限する目的で他のコンペ参加者

と提案内容に関する相談等を行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければな

らない。 

 (3) コンペ参加者は、委託候補者の選定前に、他のコンペ参加者に対して企画提案書等を



意図的に開示してはならない。 

  (4) コンペ参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、企画コンペを公正

に執行することができないと認められるときは、当該コンペ参加者を企画コンペに参加

させず、又は企画コンペの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 
   
９ その他留意事項 
 

 (1) コンペ参加者が、県に提出した書類は返却しない。 

 (2) 企画コンペへの参加に要する経費は、全て参加者が負担するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


